
 
平成 14 年 4 月に「行政機関が行う政策の評価に関する法律」（行政評価法）が施

行され、法律上の明確な枠組みに基づいて政策評価を実施。また、同法に基づき、国

土交通省政策評価基本計画を策定し、 

① 政策アセスメント（事前評価） 

新規施策について、必要性・効率性・有効性を厳しくチェックした上で施策を企

画立案 

② 政策チェックアップ（業績測定） 

国民の目から見てより分かりやすいものとなるよう、成果（アウトカム）で政策

を評価 

③ 政策レビュー（プログラム評価） 

国民の関心の高いテーマ等を選定し、政策の見直し、改善につながる総合的な分

析・評価を実施 

の 3 つの評価によるマネジメントサイクルを確立。 
 また、個別公共事業の実施においては、新規事業採択時評価、再評価について、同基本計

画に基づき実施。 

 
①政策アセスメント（事前評価）の概要 

 新規・拡充施策等について、必要性・効率性・有効性の観点から厳しくチェックし、

真に必要な施策を企画立案。例えば必要性の観点からは、目標と現状の乖離の把握や、

その原因分析・課題の特定を行い、具体的施策を提案。 
 

○平成１８年度概算要求等に係る政策アセスメント対象施策 
・ 総合的・緊急的な内水浸水被害対策の推進 
・ 土地利用状況を考慮した効率的・効果的な治水方策の構築 
・ 利水容量の治水容量への緊急活用 
・ 河川管理施設の運用最適化 
・ ソフト対策と連携した砂防施設整備 
・ 津波危機管理対策緊急事業の拡充 
・ 海岸緊急防災対策事業の創設 

 
②政策チェックアップ（業績測定）の概要 
毎年度末を目途に、事業実施により国民等にどのような効果がもたらされるのかを

できるだけ直接的に表す業績指標（アウトカム指標）の測定を行い、指標と施策に関

わる現状を分析することにより、成果の進捗状況、課題や今後の方向性等を評価し、

その結果を予算等に反映。 

５．政策評価及び個別公共事業の評価 
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政策目標：水害等による被害の軽減 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【政策チェックアップの例】 

 

③政策レビュー（プログラム評価）の概要 
 既存施策について、国民の関心の高さ、政策課題としての重要度等の観点からテー

マを選定。第三者から助言等を求めながら、総合的で掘り下げた分析・評価を実施し、

今後の政策の見直し、改善につなげる。 
  ○政策レビュー河川局関係テーマ ※（ ）内はとりまとめ予定年度 

・ バリアフリー社会の形成（Ｈ17） 

・ プレジャーボートの利用改善（Ｈ17） 

・ 国土交通行政におけるテロ対策の総合点検（Ｈ17） 

・ 行政行動の改革（Ｈ１８） 

・ 直轄工事のゼロエミッション対策（Ｈ1８） 
 
④個別公共事業の評価 

 河川局所管事業について新規事業採択時評価や再評価等を実施し、公共事業の効率

的な執行及び事業実施における客観性・透明性を確保。 

 

（１） 新規事業採択時評価 

  「国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領」に基づき、以下のいず

れかに該当する事業について新規事業採択時評価を実施。 

 
 ①事業費を新たに予算化しようとする事業 

 ②ダム事業の実施計画調査費を新たに予算化しようとする事業 

 

現状分析施策の概要

必要性：
諸外国と比較して厳しい我が国の国土条件や社会

条件において、水害被害の軽減を図り、安全で安心
できる社会活動を支える必要がある。

指標：洪水による氾濫から守られる区域の割合
主な施策：河川整備、ダム等洪水調節施設の整備、

砂防設備の整備

約62%
（61.7%）

約59%
（59.1%）

約58%
（57.8%）

目標値実績値初期値

約62%
（61.7%）

約59%
（59.1%）

約58%
（57.8%）

目標値実績値初期値

指標：土砂災害から保全される戸数
主な施策：砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地

崩壊防止施設の整備

約140万戸約127万戸約120万戸

目標値実績値初期値

約140万戸約127万戸約120万戸

目標値実績値初期値

○洪水による氾濫から守られる区域の割合
H16の実績値は59.1%と目標達成に向けて概ね順

調に推移している。

○土砂災害から保全される戸数
H16の実績値は約127万戸であり、目標達成に向

けて概ね順調に推移している。

主な課題

今後の取組み

河川、ダム、砂防設備等の整備には計画から完成ま
で長時間を要することが多いため、施設整備途上に
おいてハード・ソフト一体となった減災体制の緊急的
な整備が必要である。

また計画規模を上回る洪水等による災害に対する体
制整備が必要である。

○できるだけ早期に安全度を高め、被害を最小化
する「減災」を図るため、多様な整備手法の導入
や既存施設の有効活用、危機管理体制の強化な
どを強力に推進する。

○本体工事中のダムや水害が頻発している地域
での河川改修に重点的・集中的な投資を行うとと
もに、箇所数を厳密に管理し、計画的・効率的な
施設整備を図る

○下水道事業と河川事業の連携による浸水対策
を重点的に推進し、床上浸水が慢性化している地
区における抜本的な浸水解消を図る。
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（２） 再評価 

 「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」に基づき、以下のいずれかに該当す

る事業について再評価を実施。 
① 事業採択後一定期間（５年間）が経過した時点で未着工の事業 

② 事業採択後長期間（１０年間）が経過した時点で継続中の事業 

③ 準備・計画段階で一定期間（５年間）が経過している事業 

④ 再評価実施後一定期間（５又は１０年間）が経過している事業 

⑤ 社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業 

 

（３） 事後評価 

  「国土交通省所管公共事業の事後評価実施要領」に基づき、平成１５年度より本格

実施。 

 

（４） 再評価結果 
再評価実施個所数 再評価結果 

  続 事 業 区 分 5 年未

着工 

10 年

継続中

準備計

画 5 年

再々 

評価 
その他 計 

継

 

 
うち継続見直し 

中止 
評価手

続き中

直轄・機構事業 １   ２  ３ ３    

補助事業等    ８ ３ １１ １   １０ ダム事業 

合 計 １   １０ ３ １４ ４   １０ 

注１ 再評価対象基準 

５年未着工：事業採択後一定期間（５年間）が経過した時点で未着工の事業 

10 年継続中：事業採択後長期間（１０年間）が経過した時点で継続中の事業 

準備計画５年：準備・ 計画段階で一定期間（５年間）が経過している事業 

再々評価：再評価実施後一定期間（５又は１０年間）が経過している事業 

その他：社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業 

 

（５） 評価結果の公表 

 原則として、年度予算の支出負担行為の実施計画が承認された後、評価結果等につ

いてインターネット等を通じて公表。ただし、個別箇所で予算内示をされる事業（ダ

ム事業等）については、概算要求書の財務省への提出時及び政府予算案の閣議決定時

に公表。 

（詳細については、http://www.mlit.go.jp/river/gaiyou/hyouka/index.html 参照） 

 

なお、上記（１）～（３）に係る評価に当たっては、費用対効果分析を含む総合的

な評価を行い、費用便益分析については、「治水経済調査マニュアル（案）」等に基づ

き実施。 
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